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   桶川市建設工事低入札価格調査制度取扱要綱 

（平成２８年２月１日市長決裁） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、桶川市が発注する建設工事に係る一般競争入札又は

指名競争入札（以下「競争入札」という。）の執行に当たり、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項（同令第

１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定により、契約の

内容に適合した履行がされないおそれがある場合における落札者の決定

に関し、必要な手続を定めるものとする。 

 （対象契約） 

第２条 この要綱の適用を受ける契約（以下「対象契約」という。）は、

競争入札によって契約を締結しようとする次の各号に掲げる契約とする。 

(1) 総合評価落札方式（桶川市建設工事総合評価落札方式実施要綱（平

成２０年桶川市告示第１６５号）第１条に規定する総合評価落札方式

をいう。以下同じ。）による建設工事の請負契約 

(2) 設計金額が５００万円を超える建設工事で、市長が特に必要がある

と認めた建設工事の請負契約 

 （調査基準価格の設定） 

第３条 市長は、対象契約に係る競争入札を執行しようとする場合におい

ては、当該対象契約の相手方となるべき者により当該対象契約の内容に

適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価

格（以下「調査基準価格」という。）を定めるものとする。 

２ 調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった次の各号に掲げる額

（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）の合

計額（その額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

(1) 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 
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(2) 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

(3) 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

(4) 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額が次の各号に

掲げる場合の区分に該当する場合における調査基準価格は、当該各号に

定める方法により算出した額とする。 

(1) 予定価格（消費税を除く。以下この条において同じ。）に１０分の

９．２を乗じて得た額に１００分の１１０を乗じて得た額を超える場

合 

予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額（その額に１，０００円未

満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に１００分の１１０

を乗じて得た額 

(2) 予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に１００分の１１０を乗

じて得た額に満たない場合 予定価格に１０分の７．５を乗じて得た

額（その額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これを切り上

げた額）に１００分の１１０を乗じて得た額 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、予定価

格に１０分の７．５を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数

を生じたときは、これを切り上げた額）に１００分の１１０を乗じて得

た額から１０分の９．２を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の

端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に１００分の１１０を乗じ

て得た額までの範囲内で調査基準価格を定めることができる。 

 （失格基準価格の設定） 

第４条 市長は、前条の規定により調査基準価格を定めた対象契約につい

て、当該対象契約の内容に適合した履行がされないと認められる場合の

基準となる価格（以下「失格基準価格」という。）を定めるものとする。

ただし、特殊性の高い建設工事等、市長が失格基準価格を定めることが



－ － 3 

適当でないと判断するものについては、この限りでない。 

２ 失格基準価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額（その

額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）の合計額（そ

の額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）

に１００分の１１０を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格

（消費税を除く。以下この条において同じ。）に１０分の７．５を乗じ

て得た額に１００分の１１０を乗じて得た額に満たない場合にあっては、

予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額（その額に１，０００円未満

の端数を生じたときは、これを切り上げた額）に１００分の１１０を乗

じて得た額とする。 

(1) 直接工事費の額に１０分の９を乗じて得た額 

(2) 共通仮設費の額に１０分の８を乗じて得た額 

(3) 現場管理費の額に１０分の８を乗じて得た額 

(4) 一般管理費等の額に１０分の３を乗じて得た額 

３ 前項の規定にかかわらず、前条第３項の規定により調査基準価格を定

めた場合の失格基準価格は、当該調査基準価格から１００分の１１０を

除して得た額に、前項の規定により算出した失格基準価格に前条第２項

の規定により算出した調査基準価格を除して得た割合（その割合に小数

点以下の端数を生じたときは、小数点以下第３位を四捨五入した割合）

を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）に１００分の１１０を乗じた額とする。ただし、そ

の額が予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に１００分の１１０を

乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に１０分の７．５を

乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これ

を切り上げた額）に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、前条第４項の規定により調査基準価格を

定めた場合の失格基準価格は、当該調査基準価格を下回り、かつ、予定
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価格に１０分の７．５を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端

数を生じたときは、これを切り上げた額）に１００分の１１０を乗じて

得た額を下回らない範囲で、市長が定める額とする。 

 （入札参加者への周知） 

第５条 対象契約に係る競争入札の執行に当たっては、入札公告又は入札

説明書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 調査基準価格が設定されていること。 

(2) 失格基準価格の設定があること、又はないこと。 

(3) 失格基準価格を下回る価格をもって入札を行った者は、失格となる

こと。 

(4) 調査基準価格を下回り、かつ、失格基準価格を設けている場合は、

失格基準価格以上の価格をもって入札をした者（以下「低価格入札者」

という。）については、当該価格によっても当該対象契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する

調査（以下「低入札価格調査」という。）を実施した上で、落札者と

するか否か決定すること。 

(5) 低価格入札者が低入札価格調査に応じないとき、又は求められた資

料を指定された期日までに提出しないときは、契約の締結の意思がな

いもとのとみなし、失格となること。 

(6) 落札者の決定方法に関すること。 

（失格基準価格による判定） 

第６条 第４条の規定により定めた失格基準価格を下回る価格をもって入

札をした者は、失格とする。 

（落札者決定の保留） 

第７条 入札執行者は、競争入札の結果、低価格入札者があるときは、落

札者の決定を保留し、低入札価格調査を行う。 

（低入札価格調査の実施） 
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第８条 入札執行者は、低入札価格調査を行う場合は、直ちに低価格入札

者に対し調査を行う旨を通知しなければならない。 

２ 低入札価格調査は、低価格入札者のうち最低の価格をもって入札した

者（総合評価落札方式においては、低価格入札者のうち、総合評価落札

方式に係る入札説明書による評価値が最も高い者。以下この項及び第１

０条において「最低価格入札者」という。）から行うものとする。ただ

し、当該最低価格入札者について当該対象契約の内容に適合した履行が

されないおそれがないと認めるときは、他の低価格入札者の低入札価格

調査を省略することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、総合評価落札方式においては、低価格入札

者のうち総合評価落札方式に係る入札説明書による失格判断に該当した

者は、低入札価格調査の対象としない。 

４ 入札執行者は、低価格入札者に対し、第１項の規定による通知をした

日から３日（桶川市の休日を定める条例（平成２年桶川市条例第１号）

第２条第１項に規定する市の休日である日（第１１条において「市の休

日」という。）を除く。以下同じ。）以内に、次に掲げる書類の提出を

求めるものとする。 

 (1) 低入札価格調査に係る書類の提出について（様式第１号） 

 (2) 当該価格で入札した理由（様式第２号） 

 (3) 直接工事費に係る内訳書（様式第３号） 

 (4) 共通仮設費に係る内訳書（様式第４号） 

 (5) 下請予定業者等一覧表（様式第５号） 

 (6) 配置予定技術者名簿（様式第６号） 

 (7) 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（様式第７号） 

 (8) 手持ち工事の状況（対象工事関連）（様式第８号） 

 (9) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（様式第９号） 

 (10) 手持ち資材の状況（様式第１０号） 
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 (11) 資材購入予定先一覧（様式第１１号） 

 (12) 手持ち機械の状況（様式第１２号） 

 (13) 機械リース元一覧（様式第１３号） 

 (14) 労務者の確保計画（様式第１４号） 

 (15) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（様式第１５号） 

 (16) 建設副産物の搬出地（様式第１６号） 

(17) 誓約書（様式第１７号） 

５ 入札執行者は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、直ちに

対象契約に係る事業を主管する課等の長（次項において「事業主管課長」

という。）に対し、当該対象契約の内容に適合した履行がされないおそ

れがあるか否かについて調査の実施を依頼するものとする。 

６ 事業主管課長は、前項の規定による依頼があった場合は、遅滞なく当

該調査を行い、その結果を入札執行者に報告するものとする。この場合

において、必要があると認めるときは、関係者に事情聴取等を行うもの

とする。 

７ 第４項の規定により書類の提出を求めた場合において、期限内に提出

がなかったときは、その低価格入札者がした入札は失格とする。 

（調査結果による措置） 

第９条 入札執行者は、前条第６項本文の規定による報告を受けたときは、

当該調査結果について、第１２条に規定する低入札価格調査委員会の審

査を受けるものとする。 

（落札者の決定） 

第１０条 入札執行者は、前条の規定による審査の結果を踏まえ、当該対

象契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めるときは、

当該最低価格入札者を落札者と決定し、そのおそれがあると認めるとき

は、当該最低価格入札者がした入札は失格とし、落札者としないものと

する。 
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２ 前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、予

定価格（消費税を除く。）の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格（こ

の項及び次項において「次順位価格」という。）が、調査基準価格の１

００分の１１０を除して得た額（次項において「調査基準比較価格」と

いう。）以上の価格であるときは、入札執行者は、当該次順位価格の入

札者を落札者と決定するものとする。 

３ 第１項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、

次順位価格が調査基準比較価格を下回る価格であったときは、当該次順

位価格につき、第９条から前項までの規定を準用し、手続を行うものす

る。 

（低入札価格調査の期間） 

第１１条 低入札価格調査の実施に当たっては、原則として第８条第５項

に規定する依頼をした日から起算して１４日（市の休日を除く。）以内

に低入札価格調査対象者を落札者とするか否かを決定し、当該低入札価

格調査対象者に通知するものとする。 

 （低入札価格調査委員会の設置） 

第１２条 低入札価格調査を行った対象契約について、当該対象契約の内

容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについて審査するため、

低入札価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）を設置する。 

（調査委員会の組織） 

第１３条 調査委員会は、桶川市工事等請負業者審査委員会規程（昭和４

７年桶川市規程第９号）第１条に規定する桶川市工事等請負業者審査委

員会の委員をもって組織する。 

２ 調査委員会に委員長を置き、副市長（副市長を置いていないときは、

財務部長）をもってこれに充てる。 

 （委員長の職務） 

第１４条 委員長は、会務を掌理し、調査委員会を代表する。 



－ － 8 

２ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職

務を代理する。 

 （調査委員会の開催） 

第１５条 調査委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集

し、その議長となる。 

２ 調査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことがで

きない。 

３ 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

４ 調査委員会は、必要があると認めたときは関係職員の会議への出席を

求め、説明又は意見を聴くことができる。 

 （調査委員会の庶務） 

第１６条 調査委員会の庶務は、契約主管課において処理する。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

附 則 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。  

２ 改正後の桶川市建設工事低入札価格調査制度取扱要綱の規定は、この

要綱の施行の日以後に公告し、又は指名通知を行った対象契約について

適用し、同日前までに公告し、又は指名通知を行った対象契約について

は、なお従前の例による。 

   附 則（平成３０年３月９日市長決裁） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年９月２０日市長決裁） 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月２６日市長決裁） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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   附 則（令和４年３月２９日市長決裁） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則（令和８年２月２４日市長決裁） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第８条関係） 

 

低入札価格調査に係る書類の提出について 

 

 当社が下記の工事の入札において申込みを行った金額は、調査基準価格を下回りましたが、失格

基準に該当しなかったため、書類及び意見聴取による低入札価格調査の書類を以下のとおり提出し

ます。 

 

記 

 

１ 工 事 名                          

 

２ 工事場所                          

                              

３ 提出書類                                     添付書類 

                                                              （○印） 

(1) 当該価格で入札した理由                （様式第２号）  

(2) 直接工事費に係る内訳書                （様式第３号）  

(3) 共通仮設費に係る内訳書                （様式第４号）  

(4) 下請予定業者等一覧表                 （様式第５号）  

(5) 配置予定技術者名簿                  （様式第６号）  

(6) 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）         （様式第７号）  

(7) 手持ち工事の状況（対象工事関連）           （様式第８号）  

(8) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係   （様式第９号）  

(9) 手持ち資材の状況                  （様式第１０号）  

(10) 資材購入予定先一覧                （様式第１１号）  

(11) 手持ち機械の状況                 （様式第１２号）  

(12) 機械リース元一覧                 （様式第１３号）  

(13) 労務者の確保計画                 （様式第１４号）  

(14) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者     （様式第１５号）  

(15) 建設副産物の搬出地                （様式第１６号）  

(16) 誓約書                      （様式第１７号）  

 

 （あて先）桶川市長 

 

      年  月  日 

                  住    所                 

                  商 号 又 は 名 称                 

                  代 表 者 氏 名                              印   



－ － 11 

様式第２号（第８条関係） 
当該価格で入札した理由 

 
工 事 名                          

工事場所                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 当該価格で入札した理由を労務費、手持ち工事の状況、当該工事現場と事務所・倉庫との関係、

手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請け会社等との協力等及び納入資機材との関係等から

の面からより具体的に記載すること（詳細を様式第３号から様式第１６号までに記載する。）。 

２ 本市設計書の積算体系に準じた工事費内訳書により当該価格で入札した理由を直接工事費、共

通仮設費、現場管理費又は一般管理費の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具

体的に記載するとともに、理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記すること（以

下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様

式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）。 



－ － 12 

様式第３号（第８条関係） 

 

直接工事費に係る内訳書 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

工事区分・工種・種別・細別 

（種目・科目・中科目・細目） 
規格 単位 数量 

単 価 

（円） 

金 額 

（円） 
備 考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

直接工事費計   

入札時に提出した入札金額見積内訳書の直接工事費（税抜）について、貸与した設計図書と同項

目で内訳明細書（工事区分～細別）を作成すること（設計図書と項目が一致すれば自社様式可。）。 



－ － 13 

様式第４号（第８条関係） 

 

共通仮設費に係る内訳書 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

工事区分・工種・種別・細別 

（種目・科目・中科目・細目） 
規格 単位 数量 

単 価 

（円） 

金 額 

（円） 
備 考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

共通仮設費計   

入札時に提出した入札金額見積内訳書の共通仮設費（税抜）について、より詳細な内訳明細書（工

事区分～細別）を作成すること（設計図書と項目が一致すれば自社様式可。）。 

 



－ － 14 

様式第５号（第８条関係） 

 

下請予定業者等一覧表 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

工期 
自     年   月 

至     年   月 

請負金額 

（税込） 
円 

 

 担当工事内容 会社名 工期 
経費内訳 

資材 機械 労務 その他 計 

下

請

工

事 

  
年 月～ 

年 月 
     

  
年 月～ 

年 月 
     

  
年 月～ 

年 月 
     

  
年 月～ 

年 月 
     

  
年 月～ 

年 月 
     

 

 納入内容 会社名 納期 見積額 

資

材 

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

 

 リース内容 会社名 リース期間 見積額 

機
械
リ
䤀
ス 

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

 

 労務内容 会社名 期間 見積額 

労

務 

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

 

 内容 会社名 期間 見積額 

交

通

誘

導

員 

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

   年 月～ 年 月  

下請工事業者、資材納入業者、機械リース業者、交通誘導員派遣業者等について記入すること。 



－ － 15 

様式第６号（第８条関係） 
 

配置予定技術者名簿 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

区分 氏名 資格 取得年月日 
免許番号 

交付番号 

監理技術者  
 

 

 

 

 

 

主任技術者     

現場代理人     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

配置予定の監理技術者、主任技術者、現場代理人等を記入すること。 



－ － 16 

様式第７号（第８条関係） 

 

手持ち工事の状況（対象工事現場付近） 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

工事名（工事場所） 発注者名 工期 金額 元請、下請の別 

    元請・下請 

【経費削減可能額及びその根拠】 

 

 

工事名（工事場所） 発注者名 工期 金額 元請、下請の別 

    元請・下請 

【経費削減可能額及びその根拠】 

 

 

工事名（工事場所） 発注者名 工期 金額 元請、下請の別 

    元請・下請 

【経費削減可能額及びその根拠】 

 

１ 当該工事現場付近（半径１０ｋｍ程度）の手持ち工事（公共工事、民間工事は問わない。）の

うち、当該工事の工事費の縮減に寄与するものを記載すること。また、当該手持ち工事が当該工

事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて記載すること。 

２ 契約書の写しを添付すること。 



－ － 17 

様式第８号（第８条関係） 

 

手持ち工事の状況（対象工事関連） 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

工事名（工事場所） 発注者名 工期 金額 元請、下請の別 

    元請・下請 

【経費削減可能額及びその根拠】 

 

 

工事名（工事場所） 発注者名 工期 金額 元請、下請の別 

    元請・下請 

【経費削減可能額及びその根拠】 

 

 

工事名（工事場所） 発注者名 工期 金額 元請、下請の別 

    元請・下請 

【経費削減可能額及びその根拠】 

 

１ 当該工事と同種又は同類の手持ち工事（公共工事、民間工事は問わない。）のうち、当該工事

の工事費の縮減に寄与するものを記載すること。また、当該手持ち工事が当該工事のどの経費を

いくら縮減できるかを根拠を含めて記載すること。 

２ 契約書の写しを添付すること。 



－ － 18 

様式第９号（第８条関係） 
 

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

案内図 

理由 

１ 調査対象者の事務所、倉庫等のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するものについて記載す

ること。 

２ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、当該工事に関する現場事

務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費等、どの

経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて記載すること。 



－ － 19 

様式第１０号（第８条関係） 
 

手持ち資材の状況 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

品名 規格・型式 
単 

位 
手持ち数量 

本工事での 

使用予定量 

単価 

（原価） 

調達先 

（時期） 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 当該工事で使用する予定の手持ち資材について記載すること。 



－ － 20 

様式第１１号（第８条関係） 
 

資材購入予定先一覧 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

工  種・ 

種  別 

品  名・ 

規  格 

単 

位 

数 

量 

単 

価 

購 入 先 名 

業者名 所在地 
入札者との関係 

（取引年数） 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

１ 購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績のある単価

以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載すること。 

２ 「入札者との関係」欄には、購入予定業者との関係を記入すること。（例）協力会社、同族会

社、資本提携会社等 

３ 購入予定業者との関係を証明できる書類等（関係を証明する規約、資本関係を示す書類等）を

添付すること。 

４ 購入予定業者の見積書等を添付すること。 



－ － 21 

様式第１２号（第８条関係） 

 

手持ち機械の状況 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

工事・種別 機械名称 
規格・型式・ 

能力・年式 

単

位 

数

量 
メーカー名 

単価 

（原価） 

専属的使用 

予定日数 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 当該工事で使用する予定の手持ち機械について記載すること。 



－ － 22 

様式第１３号（第８条関係） 

 

機械リース元一覧 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

工事・ 

種別 
機械名称 

規格・型式・ 

能力・年式 

単

位 

数

量 

ﾒｰｶｰ

名 
単価 

リース元名 

業者名 所在地 
入札者との関係

（取引年数） 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について記載すること。 



－ － 23 

様式第１４号（第８条関係） 

 

労務者の確保計画 

 

 

工  種 
 

 

職  種 
 

 

単  価 
 

 

員   数 
 

 

下請会社との関係 
下請会社名等 
（取引年数） 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

１ 自社労務者と下請労務者と区分すること。自社労務者は（ ）内に内書き。 

２ 下請会社との関係も明記すること。 
 



－ － 24 

様式第１５号（第８条関係） 
 

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

発注者 工事名 工期 予定価格 落札価格 
低入札価格調査 

対象の有無 

工事成績 

評定点 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

１ 当工事の公告日又は指名の通知を受けた日から起算して過去３年以内（契約工期の終期を基準

とする。）の実績について、主に同種・同類の工事を優先して記入すること。 

２ 過去に施工した公共工事（公益法人等含む。）で低入札価格調査対象工事には、「低入札価格調

査対象」の有無欄に◎印を記すこと。 

３ 工事成績評定点については、工事成績通知書等の写しを添付すること。 



－ － 25 

様式第１６号（第８条関係） 
 

建設副産物の搬出地 

 

建設副産物 
数 量  

（ ㎥ ）  
受入れ予定箇所 

 

受入れ会社 
 

受入れ価格 
（単価） 

運搬距離 
（ｋｍ） 

備考 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 当該工事で発生する全ての建設副産物について記入すること。 



－ － 

 

26 

様式第１７号（第８条関係） 

 

誓約書 

 

工 事 名                          

工事場所                          

 

 標記の工事に対する当社の入札価格は、社内における詳細な検討の結果、施工が可能である

と判断し申込みをしたものであります。 

 低入札価格調査の結果、当社が落札者となり当該工事を施工する場合には、公共工事の施工

者であることの責任のもとに次の事項を遵守し施工することを誓約します。 

 

１ 下請業者とは、請負金額、工期、代金支払等の面で、適正な契約を締結すること。 

２ 前払金の支払を受けたときは、下請業者に対して相応する額を速やかに現金で前金払する

よう十分配慮すること。 

３ 労務者への適正な賃金支払を確保すること。 

４ 現場代理人を現場へ常駐させること。 

５ 専任を要する現場においては、主任技術者（監理技術者の配置を要する現場においては、

監理技術者）を専任させること。 

６ 施工における十分な安全管理を行うこと。 

７ 施工に関する各法規を遵守すること。 

８ 低入札価格調査において説明したとおりの内容で施工すること。 

９ その他当該契約の内容に適合した履行（設計内容のみならず、品質管理、書類作成等を含

む。）を確保すること。 

 

また、工事施工上、上記誓約に相違があった場合には、契約解除、指名停止等いかなる措置

又は処分も甘受し、一切の異議を申し立てないことを併せて誓約します。 

 

（あて先）桶川市長  

 

  年  月  日 

 

所  在  地       

 

商号又は名称       

 

氏    名       印 

 


